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書書言青

1 件 名

、外国要人の招へいにおける乗用自動車（ハイヤー）の借上 、

2調達の目的、 ・

外国要人の円滑かつ安全な移動

3、業務の内容等. ．

・別添仕様書のとおり

4契約単価（税込み） 、

ワゴンA1台につき最初の1時間又は15kmまで6,,480円。
Q

それ以後30分又は7. 5km増すごとに3, 240円とする。
p

ワゴンB1台につき最初の1時間又は15kmまで7も 5叩円､ ：
● ‐

それ以後30分又は7． 5km増すごとに3, 780円とする。

5 予定時間 、 ‘ ・ ｡ ・

・別紙のとおｳ、

6予定総額（税込み） ． ‘ ‘

、金98， ，280円

7 キャンセル料。 ，

､ ハイヤー借上時間に応じて算出する。 、 ，

8検査の時期等 ， ．

(1)受注者は, 3月4日 （月）以降速やかに配車先及び運行時間を，最高裁判所（以下「発注

、者」 という｡. ）に書面により通知する。 。，

（2） 発注者は，上記(1)の通知を受理した日から起算して10日以内に検査を実施する。 ，

9料金の支払方法等

(1) 受注者は，前項の検査に合格した旨の通知を受理した場合には,遅滞なく適法な代金の支
、 0

， 払請求書を発注者に提出する｡、 ．

（2） 発注者は, (1)の請求書を受領した日から起算して30日以内に受注者が指定する銀行口

座に振り込むことにより支払う。 ’

10発注者の契約解除権 《 ．

(1) 発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の各号のいずれかに該当する場

‘ 合には， この契約を解除することができる。 ，

アこの契約の条項又は別添仕様書に違反した場合

イ監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ,又は妨げようとした場合

ウ詐欺その他の不正行為をし，又はしようどした場合

エその他この契約の目的を達することができないと認められる場合

（2） 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。

（3） 発注者は, (1)の規定により契約を解除した場会において，業務の既済部分で検査に合格
したものがあるときは，発注者は， これに相当する料金を受注者に支払うものとする。



l1 受注者の契約解除権

(1) 受注者は，発注者がこの契約の条項若しくは別添仕様書に違反し，又は著しくこれと異な

， る指示をしたため,識を遂行することが不能となった場合には, この契約を解除すること
ができる。

(2) (1)の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。

（3） 受注者が(1)の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査に合格し
たものがあるときは,発注者は， これに相当する料金を受注者に支払わなければならない。

12違約金 ‘

前二項の規定により契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，違約金として予定総

額の10分のiに相当する金額を発注者又は受注者の指定する期限内に支払わなければなら

ない。
,4>'X}

13 そんの吋他

（1） 発注者及び受注者及びその派遣する運転手は，業務上知り得た相互の非公表情報（個人情

報を含む。 ）を第三者に漏らし，又はその他の目的に利用してはならないものとする。 ．

（2） その他の必要な事項については，発注者の指示に従う。
0今

{／

以上の内容により，お請けいたします。

6

平成31年 月 日

か o の

受注者東京都北区浮間5－4－51－4階101号

日本交通株式会社 ．
？ 2 ．

代表取締役川鍋－朗
〃戸 〆 P 〃 P

最高裁判所支出負担行為担当官・ ・

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦殿



仕様書

第1 件名

外国要人の招へいにおける乗用自動車（ハイヤー）の借上

第2 調達の目的

外国要人の円滑かつ安全な移動 、

第3 業務の内容、

1 業務内容 ‘

発注者の指示する日時，場所及び台数を厳守してハイヤーを配車する。また，安全
運転で業務を遂行すること8 ’

2 料金 ‘

走行時間又は走行距離を元に算出する。‘

走行時間又は走行距離ゐ算出にあたっては，受注者の営業所等（車両の出発地）を

出庫してから受注者の営業所等（車両の帰着地）に帰庫するまでを対象とする。

なお,高速道路（有料道路）通行料，駐車料金及びその他本件業務の実施のために
必要かつ実費にて支払うことが適当であると発注者が認めた費用は実費精算するも
のとする。受注者は， これらの費用が生じる可能性がある場合は，事前に発注者と協
議する。 、 、

また，料金には，燃料費，車両にかかる減価償却費，維持費，公租公課，運転手，

人件費及び本件業務にかかる管理費を含むものとする。

3 予定時間等 ，

別紙のとおり。予定日，予定時間，予定区間及び予定台数は変更の可能性がある。

変更する場合，発注者は受注者に対し，原則，配車前日の午後6時までに通知するも
のとする。

4 運転手の条件等

（1）ハイヤーの運転歴が1年以上あり， かつ5年以上の運転実績があり， さらに直近

5年間において無事故無違反の優良ドライバーであること。 ’

（2）外国要人の要望内容を理解できる程度の簡易な英会話に対応できること （東京に

限る。 ） 。

（3）受注者が直接雇用する従業員であること。

（4）運転手は，節度と良識を兼ね備え， その職責を果たしうる頑健な者であること。

（5）受注者及びその派遣する運転手は，業務上知り得た発注者の非公表情報（個人情

報を含む。 ）を第三者に漏らし， 又はその他の目的に利用してはならないものとす

る。

5 車両の条件

本業務に使用する車両は，別紙記載の「ワゴンA」については1台あたり5人以上

（運転手を除く。 ） ，同「ワゴンB」については1台あたり8人以上（運転手を除く。 ）

それぞれ乗車可能で，かつ調達の目的に見合う車格（参考：別紙記載の「ワゴンA」

についてはアルファード又は同等クラスのワゴン車，同「ワゴンB」についてはハイ



エース又は同等クラスのワゴン車） とする。
－ ヶ

第4 その他特記事項、

1 受注者は，契約後， 平成31年2月28日午後5時までに， 声ノ
二に車種，車番，車色､，運転手の略歴及び運転手の連絡先を発注者に提出する｡、

2 受注者は，ハイヤーの運行中，破損その他の理由により当該乗用自動車の運行が不

可能となった場合は， 直ちに発注者に連絡するとともに，予定した車両と同等の代車

を提供するものとする。

なお， この場合における代車提供にかかる費用は受注者の負担とする。

3 受注者は，仕様書に定められた事項に関する具体的な内容について，発注者の担当

者の指示に従う。 、

4 受注者側又は配車された車両の都合により延長する場合は， 当該事情が継続した時

間は，料金に加算しないものとする。 、

5 運行経路については，経済的かつ合理的な経路を選択すること。

6 キャンセル料については，ハイヤーを借り上げた時間に応じて算出することとす,る

が，詳細は契約成立後，発注者及び受注者において協議するものとする。

7 その他，仕様害の内容について疑義が生じた場合は，発注者及び受注者において別
途協議することとする。

、



仏

【別紙】

､

0

(注1）現時点での予定であり,変更の可能性がある。
(注2）ワゴンA…アルファード又は同等クラスのワゴン車(乗車人数5人以上(運転手を除く｡)）
ワゴンB…ハイエース又は同等ｸﾗｽのワゴン車(乗車人数8人以上(運転手を除く｡)）

No. 予定日 予定時楮
一
■
－
４易定区 間

一
Ｅ
一 量種 台数

1
3月3日 15:00～17:00 羽田空港一ﾎﾃﾙﾆﾕｰｵｰﾀﾆ ワゴンA

ワゴンB

2

2



平成31年2月8日

見積一書

鞠日本交通株式会社最高裁判所御中

東京都北区浮間5-4-5
代表取締役
担当

下記の通りお見積りいたします。

予定総額見積
金額(税込） ’ 台数 小計(税込）お送り場所お迎え場所商品No

2台ワゴンA
(アルファード等）

¥45,360¥22,680ホテルニューオータニ羽田空港1

2 2台ワゴンB
(ハイエース等）

¥52,920¥26,460ホテルニューオータニ羽田空港

予定総額 ¥98,280、

単価見積

単価(税込）詳細適用商品
I I 1

最初の1時間または15kmまで ¥6,480初回料金

ワゴンA
(アルファード等）

それ以降30分または7.5km増すごとに ¥3,240超過料金
■ 巳

最初の1時間または15kmまで ¥7,560初回料金

ワゴンB
(ハイエース等）

I

それ以降80分または7.5km増すごとに ￥3,780超過料金

●

(御見菰条件）

1 ． 高速道路等利用料金及び駐車料金等は別途頂戴いたします。

2 料金算定の基準は､弊社の営業所を出てから戻るまでの距離または時間が対象となります。

3 実際の走行により上記料金は変動いたします。

4 お見積もり期限:2019年3月3日まで。

Ｉ

｝
〃

借料及び損料

翰幟剛
見｡､代_／
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平成31年2月8日

見積書

鞠日本交通株式会社最高裁判所御中

東京都北区浮間5-4-5
・ 代表取締役

担当
下記の通りお見積りいたします。

予定総額見積

小計(税込）金額(税込） 台数お迎え場所 お送り場所商品No

¥45,360
ワゴンA

(アルファード寺） 2台¥22,680羽田空港 ホテルニューオータニ1

| (ﾊ淫員鎌） 2台羽田空港 ホテルニューオータニ ¥26,460 ¥52,9202

■ ■

I
ﾔ

予定総額 ¥98,280、

Ｅ
‐
可
戸
廸

■ 、

(〕､ｬい，
単価見積

｜ 商品 適用 詳細 単価(税込）

＄

最初の1時間または15kWnまで初回料金

’
￥6,480：

ワゴンA喝

(アルファード等）

雨

）

、
へ
一
ん

し
＊

超過料金 それ以降S0分または7.5km増すごとに
I

¥3,240
タ

初回料金 最初の1時間または15kmまで ¥7,560
ワゴンB

(ハイエース等）

それ以降30分家たば75km増すごとに’超過料金 ¥3,780ゞ
■

(御見積条件）

1 高速道路等利用料金及び駐車料金等は別途頂戴いたします。

2 料金算定の基準は.弊社の営業所を出てから戻るまでの距離または時間が対象となります。

3 実際の走行|こより上記料金は変動いたします。

．

）

4 お見讃もり期限:2019年3月3日まで。

裁剰所
鳫
遷浅裁判所

癖 麓|庁 獄
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構料及び損料

曾幟州
更‘,ｲft)
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送付日 :2019年2月8日
一一一 可 一＝一一司■一一君一画一 画 b－▲ヨ ー■. ■ ＝■

送付枚数：2枚(送付状含む）
一一一一苛一凸 司一一一一= 一F－

送付先：最高裁判所事務総局
－－－－

経理局用度課運輸係
ー、

－－‐

■■■■TEL

凸 一

翌『

日本交通株式会社赤坂営業所

| ＝ ll『

〒100.6190

I

東京都千代田区永田町2－11．1

TEL:03-3591-2151

FAX: 03-3591-2155

口至急1 口ご確認ください口折り返しご連絡ください□ご参考まで

’ 鱗灘繍蕊灘灘鍵鵜識識 瀧灘蕊騨識鶏識識灘
ノ

’
1 お世話になっております6

見積書を送付いたします。
Ｆ
ロ
■
ｖ
４
Ｉ

０
０
，
１ ご確認ください。

’
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2019年2月7日

御見積もり害

●HI麺◎鯉哩鯏型SiNE
株式会社日の丸リムジン

東京都千代田区有楽町1-12-1
最高裁判所。御中

●
新有楽町ビルB1F

［－－－

高速料金 ｜ 乗車料金

一祁

詞

口

車種 ｜ 台数 行程 _r-了簡一
－

距離日付 基本料金
1 1 1 1

"¥52w82dアルフアード 羽田空港→ホテルニユーオータニ2019/3/3 2 15：00-17：00 50km L¥27880』 １
１

\49,940-
1 U I B

Ｈ
１

1筆525829」ハイエース 羽田空港→ホテルニユーオータニ2019/3/3 2 15：00-17：00 50km ¥49，940．
＝

L-¥Z880･J
■

上
一一一二コ=二一一▲ ＝ F ｰ L－－ 画 h－－F－＝ 一一＝ －L - F 心E周二－ 一一－一一 毛一一

L-¥405,640_) 「？､rい
¥99,職｡" －■■■

合計

備考
※駐車場代､宿泊饗等ははご利用に応じて別途加算されます。
料金は最初の1時間/15Km¥7620(税込)"以降30分/75km¥3470(税込)にて計算しております。
また､上記は御見積りであり実運行に基づき料金は変わりま現料金は当営業所を出庫し､当営業所へ帰庫する迄の計算となります。



2019年2月7日

最高裁判所事務総局経理局用度課

． 柿沼様

書類送付のご案内

株式会社日の丸リムジン

■■■
TEL: 03-3505-0707

Ｊ一一
’Email

二、
、

拝啓貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

別紙の書面をお送り致します。 早速ですが、下記の書類をお送り致しますので、
ご査収の程よろしくお願い申し上げます。

敬具
1

I

記

1部平成31年3月3日分お見積書
（ ‘

ノ

以上

鐘



2019年2月8日

般高裁判所御中

国隙ハイヤー株式会社

第 支 店

取締役節二支店長

こ ノ画

●
支店長

■■■
鯛品川1-8=2

審)3）54綱-5677

鋳
獺|り、厚く

きまして

r~、

厩

岑

退
、
こ－可

50‘640円 ／足

1 、
(消澱税込）

〒l41-0033災ﾝI(抓師川1X鯛品川1-8=2

虹輔(03) 5434-593I FAX(03)5434-5677

御見積 害

貴社ますますご荊栄のことと御顧ぴ申し上げます，平素は格別の御商配を賜り、厚く
礼申し上げます。さて、御問い合わせいただきましたハイヤー料‘金につきまして御礼申し上げます。さて、御問

~ド記の通り御見頼り申.し上げます。
記

■ハイヤーご料金

ご利用日

ご利用時間
ご利用経路

車 狐

ご料金

平成31年3月3日

15:00-17;00 . (3時lll130分以内/回送時間を含む）

羽田空港～ホテルニューオータニ

アルファード ／2台

ご利川日

ご利用時間

ご利用謹蹄

市 和

ご料金

平成31年3月3日

15:00-17:00 (3時間30分以内/回送時間を含む）
羽田空港～ホテルニューオータニ

ハイエース ／2台

2WOＦ
ｂ
＃

50‘640円

(消費税込）

◇追加料金

7.5km以内延長ごとに 3‘520門

(消費税込）
ノ

◆料金単価

◆遍低料金（2時間/30km以内）

大型車（アルファード／ハイエース） 14｡770円（税込）

◆最低料金以降、 30分以内または7.5km以内延長ごとに

大型車（アルファード／ハイエース） 3,520円（税込）

※料金算定の起点は弊社車庫(西品川)～車庫(西品川)となります。

※有料道路駐車場ご利用料金は別途ご舗求させて頂きます。
※ご利朋時間､経路の変更に伴い、ご訓求金額が増減することがIご訓求金額が増減することがございます。

※見馴もり狗効期限は、上記日付より6．0日とさせて頂きます。

1．

(#)韮§躯1 0il l l 190-20-61I /l #
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FAX琵信表信表FA
－一

送付先：

峻高裁判所事務総局

綴理用度課柿沼様
虹砺(03) 3264=8669 FAX(03) 3234-0923 差出人

平成31年2月8 日

岡際ハイヤー株式会社

第 支 店

71j11-0033火ｿI(籾品川陳澗"I川1-8-2

泣跡（03）5434-|593I FAX(03) 54;I4-5677

’
、

1部■、■御見禎香件名
一五一一一一 菌 ■ 画

壱一一一 ロー手一 r画

ロ至急1 口ご参考まで国ご碓認くださいpご返信ください□ご回斑ください
一士 アq ＝ー一●－、■

一＝~吾言国吟→ ‐｡ ｰ‐ ■ ＝●凸 =L ■ Fユーー一一一

◆巡絡辨項◆〆
8

お世話になっております。

国隙ﾊｲﾔｰ粗でございます▽
この度は、弊社ハイヤーへお問い合わせを頂きまして誠にありがとうございます。
お見積番を送付いたしますので、ご確認くださいませ。

寵た仕嫌書卵3業務の内容4迎転手の条件等(2)についてですが、

誠に申し訳ございませんが英会話対応可能な乗務社員の砿約は出来かねます。

（

ノ

その他ご質|81やご典望がございましたら、お気嘔にご巡約下さいませ。
どうぞ、よろしくお願いいたします。 ’

以上

■平口 マー

瀞＃、
震デマ琴ザデ
、.､覧､1 ，
－写一口

(#)韮目銅1 0ﾔ; ' ' 190-30-61I /| ＃

送信枚数 1枚（送信表含虫ず）



2019年2月8日

最高裁判所御中

国際ハイヤー株式会社

第 二 支 店

取締役第二支店長

●’〒141-0033束京都品川区西品川1-8-2

盆話(03) 5434-5931 FAX(03) 5434-5677

聿
昌御見積

貴社ますますご清栄のことと御慶び申し上げます。平素は格別の御高配を賜り、厚く
*iEIJ I , |-げ主す．さて、御問い合わせいただきましたハイヤー料金につきまして御礼申し上げます。 さて、御問い合わせいたj
下記の通り御見積り申し上げます。

記

■ハイヤーご料金．
r~、

ノ

平成31年3月3日

15;00-17:00 (3時間30分以内/回送時間を含む）

羽田空港～ホテルニューオータニ

アルファード ／2台

熱
ご利用日

ご利用時間

ご利用経路

車 種

ご料金 50,640円

(消費税込）

平成31年3月3日

15:00-17:00 (3時間30分以内/回送時間を含む）

羽田空港～ホテルニューオータニ

ハイエース ／2台

ご利用日

ご利用時間

ご利用経路

車 種

ご料金 50,640円

(消費税込）

◇追加料金

7. 5km以内延長ごとに
！

、一ノ
｝

3, 520円

(消費税込）

◆料金単価

◆最低料金（2時間/30km以内）

大型車（アルファード／ハイエース） 14,770円（税込）

◆最低料金以降、 30分以内または7. 5km以内延長ごとに

大型車（アルファード／ハイエース） 3,520円（税込）

※料金算定の起点は弊社車庫(西品川)～車庫(西品川)となります。

※有料道路、駐車場ご利用料･金は別途ご請求させて頂きます。

※ご利用時間、経路の変更に伴い、ご請求金額が増減することがくご請求金額が増減することがございます。

※見瀬もり有効期限は、上記日付より60日とさせて頂きます。
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状委任

最高裁判所事務総局
経理局用度課運輸係御中

平成 30年11 月 5 日

ぺ
一

東京都港区赤坂2-8-6

国際ハイヤー株式会社

代表取締役社長加藤

東京都品川区西品川1-8-2

国際ハイヤー株式会社第二支店

支店長

●■■■

所 在 地

商号又は名称

代表者名

委任 者

所 在 地

商号又は名称

役 職 名

氏 名

受任者

当社､［・ 一二一眉代理人と定め下記楠限を委任いたします。

1 委任事項

ア） 一般乗用旅客自動車（ハイヤー）の供給業務に係る一切の権限

I

）

鐘

以上



ファックス送信書

口午前時 分

■午後今時/o分
平成31年2月6日 （水）送信日時

I

様宛先

ﾛ Q

最高裁判所事務総局
経理局用度課発信

取扱者

最高裁判所事務総局
経理局用度課運輸係発信者

担当者 柿沼

平成31年3月3日 （日）のハイヤー借上につい,て1

標題
l I

6枚（送信書を含む）
送信枚数

いつもお世話になってお
さて， 3月3日 （日）のノ
他社様との見積もり合わせ
います。

仕様書及び請書（案）を1
いします。
見積書には， 日付け，会1
名を記入し，代表取締役印
判所」でお願いします。 1
．して下さい。

なお，代表取締役印が押｜
■さまへの委任状のご提出
可です。 ．
おって， 見積書には，料金
短期間での依頼で申し訳
火）の午前中までにFAXの造
ご不明な点は， ご連絡願い

を確

，会社

が押印

見積書には，料金

ります。

､イヤー借上について貴社様と
こよって調達を行いたいと思

、

に

正式の見積書をお願認の上，

名，会社住所及び代表
役印を押印して，宛先は， 「
。 1部FAXするとともに原本

取締役
最高裁
を郵送

備考
その■
ロでも

2日 （

！
ない場合は，支店長の
ますので，支店長印で

でき
提出がありノ

単価を記入願います。
の依頼で申し訳ございませんが， 2月1
中までにFAXの送付をお願いします。
は， ご連絡願います。

I

｜
’

経理局用度課:TEL
FAX

■ローq四

患 齪



9

ファックス送信書

■午前？時／0分

口午後時 分
平成31年2月7日 （木）送信日時

●

株式会社日の丸リムジン囲羨宛先

ー

最高裁判所事務総局
経理局用度課

I

発信

取扱者

最高裁判所事務総局
経理局用度課運輸係発信者

担当者 柿沼

平成31年3月3日 （日）のハイヤー借上について
標題

h

6枚（送信書を含む）
送信枚数

ております。
のハイヤー借上について貴社様と
わせによって調達を行いたいと思

つもお世話になっ
て， 3月3日 （日）
様との見積もり合
す◎
様書及び請書（案
ます。
積書には， 日付け
記入し,代表取締’
」でお願いします
下さい。
お，代表取締役印j
さまへの委任状の
可です。 、
って， 見積書には，
期間での依頼で申
の午前中までにFA
明な点は， ご連絡

(案）

は， 日付け，

取締役印が

ノ 0

， 見積書には，

を確認の上，正式の見積書をお願
。

会社名，会社住所及び代
,代表取締役印を押印して，宛先は，
願いします。 1部FAXするとともに原

代表取締役
， 「最高裁
原本を郵送

備考
一
■
■
■
■
■
■
■
１
１

７

（ 押印できない場合は，
委任状のご提出がありますので 園

料金単価を記入願います。
での依頼で申し訳ございませんが， 2月1
前中までにFAXの送付をお願いします。
点は， ご連絡願います。

（2日

'

｜
’

経理局用度課:TEL
FAX

－

… P画ワ 告 ．．



ファックス送信書

■午前タ時／0分

口午後時 分
平成31年2月7日 （木）送信日時

’

日本交通株式会社I 」|様宛先

I

最高裁判所事務総局
経理局用度課最高裁判所事務総局

経理局用度課運輸係
発信

取扱者
発信者

担当者 柿沼I

平成31年3月3日 （日）のハイヤー借上について
標題

6枚（送信書を含む）
送信枚数

0 ．

ります。
､イヤー借上に
,こよって調達易

乙制
、

に

いつもお世話になってお

さて， 3月3日 （日）のノ
他社様との見積もり合わせ
います｡
仕様書及び請書（案）をI
いします。
見積書には， 日付け，会イ
名を記入し，代表取締役印
判所」でお願いします。 1
して下さい。
なお，代表取締役印が押｜
表取締役からのもの）を添
その場合は，連絡をいた1
いたします。

を確

，会社

が押印

て貴
､たし

社様と
、と恩

、
１
Ｖ

し
一
丁

正式 の見積書をお願認の上，

代表取締役

， ． 「最高裁
原本を郵送

名，会社住所及び
役印を押印して，宛先は
。 1部FAXするとともに

備考
１
Ｊ

できない場合は，委任
を添付の上，委任者の押印て
いただければ，委任状ひな形

王 状（代
でも可。
；を送付

見積書には，料金単価を記入願います。

の依頼で申し訳ございませんが， 2月12
中までにFAXの送付をお願いします。
は， ご連絡願います。

2

おって，

短期間で
火）の午前
ご不明な点

日 （

経理局用度課:TEL
FAX

一

』



言書 く雲菫）言青

1 件 名

外国要人の招へいにおける乗用自動車（ハイヤー）の借上

2調達の目的

外国要人の円滑かつ安全な移動

3業務の内容等

別添仕様書のとおり

4契約単価（税込み）

ワゴンA1台につき 最初の○時間又は○○kmまで○，○○○円

それ以後○○分又は○.Okmまで増すごとに○，○○○円とする。

ワゴンB1台につき 最初の○時間又は○○kmまで○’○○○円

それ以後○○分又は○・○kmまで増すごとに○，○○○円とする。

5予定時間

別紙のとおり

6予定総額（税込み）

金○○○，○○○円

7 キャンセル料

ハイヤー借上時間に応じて算出する。

8検査の時期等

(1)受注者は, 3月4日 （月）以降速やかに配車先及び運行時間を，最高裁判所（以下「発注

者」 という。 ）に書面により通知する。

（2） 発注者は，上記(l)の通知を受理した日から起算して10日以内に検査を実施する。

9料金の支払方法等

(1) 受注者は，前項の検査に合格した旨の通知を受理した場合には，遅滞なく適法な代金の支

払請求書を発注者に提出する。

（2） 発注者は, (1)の請求書を受領した日から起算して30日以内に受注者が指定する銀行口

座に振り込むことにより支払う。

10発注者の契約解除権

(l) 発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ）が次の各号のいずれかに該当する場

合には， この契約を解除することができる。

アこの契約の条項又は別添仕様書に違反した場合

イ監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合

ウ詐欺その他の不正行為をし，又はしようとした場合

エその他この契約の目的を達することができないと認められる場合

（2） 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。

（3） 発注者は, (1)の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査に合格

したものがあるときは，発注者は， これに相当する料金を受注者に支払うものとする。

0



ll受注者の契約解除権

(1) 受注者は,発注者がこの契約の条項若しくは別添仕様書に違反し，又は著しくこれと異な

る指示をしたため,業務を遂行することが不能となった場合には， この契約を解除すること

ができる。

(2) (1)の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。

（3） 受注者が(1)の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査に合格し

たものがあるときは，発注者は， これに相当する料金を受注者に支払わなければならない。

12違約金

前二項の規定により契約が解除された場合には，受注者又は発注者は，違約金として予定総

額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指定する期限内に支払わなければなら

ない。

13その他

（1） 発注者及び受注者及びその派遣する運転手は，業務上知り得た相互の非公表情報(個人情

報を含む。 ）を第三者に漏らし，又はその他の目的に利用してはならないものとする。

（2） その他の必要な事項については，発注者の指示に従う。

以上の内容により，お請けいたします。

平成31年 月 日

受注者

最高裁判所支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長笠井之彦殿



仕様書

第1 件名

外国要人の招へいにおける乗用自動車（ハイヤー）の借上

第2 調達の目的

外国要人の円滑かつ安全な移動

第3 業務の内容

1 業務内容

発注者の指示する日時，場所及び台数を厳守してハイヤーを配車する。また，安全

運転で業務を遂行すること。

2 料金

走行時間又は走行距離を元に算出する。

走行時間又は走行距離の算出にあたっては，受注者の営業所等（車両の出発地）を

出庫してから受注者の営業所等（車両の帰着地）に帰庫するまでを対象とする。

なお，高速道路（有料道路）通行料，駐車料金及びその他本件業務の実施のために

必要かつ実費にて支払うことが適当であると発注者が認めた費用は実餐精算するも

のとする。受注者は， これらの費用が生じる可能性がある場合は， 事前に発注者と協

議する。

また，料金には，燃料費，車両にかかる減価償却費，維持費，公租公課，運転手，

人件費及び本件業務にかかる管理費を含むものとする。

3 予定時間等

別紙のとおり。予定日，予定時間，予定区間及び予定台数は変更の可能性がある。

変更する場合，発注者は受注者に対し，原則，配車前日の午後6時までに通知するも

のとする。

4 運転手の条件等

（1）ハイヤーの運転歴が1年以上あり，かつ5年以上の運転実績があり， さらに直近

5年間において無事故無違反の優良ドライバーであること。

（2）外国要人の要望内容を理解できる程度の簡易な英会話に対応できること （東京に

限る。 ） 。

（3）受注者が直接雇用する従業員であること。

（4）運転手は，節度と良識を兼ね備え， その職責を果たしうる頑健な者であること。

（5）受注者及びその派遣する運転手は，業務上知り得た発注者の非公表情報（個人情

報を含む。 ）を第三者に漏らし，又はその他の目的に利用してはならないものとす

る。

5 車両の条件

本業務に使用する車両は，別紙記載の「ワゴンA」については1台あたり5人以上

（運転手を除く。 ） ，同「ワゴンB」については1台あたり8人以上（運転手を除く。 ）

それぞれ乗車可能で，かつ調達の目的に見合う車格（参考：別紙記載の「ワゴンA」

についてはアルファード又は同等クラスのワゴン車，同「ワゴンB」についてはハイ

、



エース又は同等クラスのワゴン車） とする。

第4 その他特記事項

1 受注者は，契約後，平成31年2月28日午後5時までに，別紙記載の予定日ごと

に車種，車番，車色，運転手の略歴及び運転手の連絡先を発注者に提出する。

2 受注者は，ハイヤーの運行中，破損その他の理由により当該乗用自動車の運行が不

可能となった場合は，直ちに発注者に連絡するとともに，予定した車両と同等の代車

を提供するものとする。

なお， この場合における代車提供にかかる費用は受注者の負担とする。

3 受注者は，仕様書に定められた事項に関する具体的な内容について，発注者の担当

者の指示に従う。

4 受注者側又は配車された車両の都合により延長する場合は， 当該事情が継続した時

間は，料金に加算しないものとする。

5 運行経路については，経済的かつ合理的な経路を選択すること。

6 キャンセル料については，ハイヤーを借り上げた時間に応じて算出することとする

が，詳細は契約成立後，発注者及び受注者において協議するものとする。

7 その他，仕様書の内容について疑義が生じた場合は，発注者及び受注者において別

除協議することとする。



【別紙】

(注1）現時点での予定であり,変更の可能性がある。
(注2）ワゴンA…アルフアード又は同等クラスのワゴン車(乗車人数5人以上(運転手を除く｡））
ワゴンB…ハイエース又は同等クラスのワゴン車(乗車人数8人以上(運転手を除く｡））

No. 予定日 予定時間 予定区間
q■■

E
■■■ ﾕ種 台数

1
3月3日 15:00～17:00 羽田空港→ﾎﾃﾙﾆﾕｰｵｰﾀﾆ ワゴンA

ワゴンB

2

2



(別紙）

予定価格の積算根拠

1件名、外国要人の招へいにおける乗用自動車(ハイヤー)の借上
2積算根拠

乗用自動車の借り上げの費用は.積算貴料等の刊行物には掲載されていない‘
また,ハイヤーめ料金は運輸局の認可制であるため料金設定は一定ではなく､、 、
自社営業所から用務先送り先から自社営業所までの経路を利用料金に反映させているため,参考見積書を徴取して一番廉価を予定価格とする。
よって,－番廉価な日本交通株式会社の98,280円を予定価格とする5 、

平成31年2月12日

用度課運輸係柿沼雅裕

※不採用の理由は.別添電話聴取密のとおり
、‐

、

出発時間 迎え先 送り先 到着時間 車種 数量 (株)昼の丸ﾘムジン 日本交通(株）

15:00 羽田空港
ホテルニューオータニ
千代田区紀尾井町4-1

17:00 ワゴンA
、

2 <4翠鯛 、 45.360

15:00 羽田空港
ホテルニューオータニ
千代田区紀尾井町4－1

17:08 ワゴンB
、

2 ､43SOO 、52,920

3言5時闇 3.5時間

8eggg 98.280



舌聴取書電 口

日 時 平成31年2月12日 （火） 17時10分

最高裁判所事務総局経理局用度課運輸係長柿沼

株式会社日の丸リムジン■■氏

当 方

相手方

聴 取 内 容

《当方》

見積書の金額について確認させてください。秘書課渉外第一係が依頼した平

’ 成31年1月22日作成の見積書基本料金と当方で依頼した平成31年2月7

日作成の見積書基本料金と乖離があるのですが， どちらかの金額が間違ってい

ますでしょうか。

《相手方》

秘書課渉外係より市場価格調査の見積書依頼がありましたが，提出した見積

書の基本料金に間違いがありました。官公庁からの依頼には，本来「認可料金」

で作成しなければならないところ，私のミスで「パック料金」で作成して提出

しました。

具体的には， 21， 500円とあるパック料金が， 24， 970円の認可料

金となります。それぞれ税込み価格です。

《当方》

了解しました。そのことは，秘書課へ連絡しましたか。

《相手方》

秘書課様より連絡がなかったので，そのままです。こちらからは，連絡して

（

いません。

《当方》

了解しました。
り

屯



ノ

(別紙）

予定価格の稿算根拠

1件名外国要人の招へいにおける乗用自動車(ハイヤー)の借上
2積算根拠

乗用自動車の借り上げの費用は,積算寅料等の刊行物には掲載されていない。
また.ハイヤーの料金は運輸局の認可制であるため料金設定は一定ではなく，
自社営業所から用務先,送り先から自社営業所までの経路を利用料金に反映させているため,参考見菰書を徴取して一番廉価を予定価格とする。
よって,一番廉価な株式会社日の丸リムジンの86,000円を予定価格とする。

平成31年2月5日
用度課運輸係柿沼雅裕

、 ／
、､L ／'
－－－ ．〆

／

出発時間 迎え先 送り先 到着時間 車種 数量 (株)日の丸ﾘムジン 日本交通(株）

15:00 羽田空港
ホテルニューオータニ
千代田区紀尾井町4-1

17:00 ワゴンA 2 43,000 45,360

15:00 羽田空港
ホテルニューオータニ
千代田区紀尾井町4-1

17:00 ワゴンB 2 43．000
一

52‘920

3.5時間〆一人、 8.5時間
｛ 86.000 1 98.280
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重重）

2019年1月22日

御見積もり書
●HINW

合計：
¥45,880

Total: ¥45.880

備考

※高速代､駐車場代､宿泊費等ははご利用に応じて別途加算されます。
また､上記は御見積りであり実運行に基づき料金は変わります｡料金は当営業所を出庫し､当営業所へ帰庫する迄の計算となります。

日付

2019/3/4

軍腫

アルファー際

台盈

1

狩乃聾

羽田空港→ホテルニューオータニ

研閲

0

15:00-17:00

距睡

50km｡

轟本料金

¥21,50恥‘

轟速別金

¥1,440

璽皿料金

¥22‘940 〃

2019/3/9 アルファード １
。 ホテルニューオータニ→羽田空港 14:00-16:.00 50km ¥21,500 ¥1.440 ■｡ ¥22.940



<逢う

2019年1月22日

御見積もり書
●幽聖製

合計：
¥45,880

Total,: ¥45.880

備考

※駐車場代､宿泊餐等ははご利用に応じて別途加算されます。 ．
また､上記は御見積りであり実運行に基づき料金は変わります｡料金は当営業所を出庫し､当営業所へ帰庫する迄の計算となります。

日付

2019/3/4

軍8麓

ハイエース 口

一・

、

舌鼓

1

面Z画

羽田空港一ホテルニューオータニ

鱒囿

15：00－17；00

琿軍

50km

盃本料金

¥21..50仏

砺速代

¥1，440 ．．

ー爾事迅金

￥22.940
6

2019/3/9 ハイエース 1 ホテルニューオータニー羽田空港 14:00-16:00 50km ¥21.500 ¥1.440 ¥22.940 .



電話聴取書

日 時平成31年1月18日 午後1時45分

発信者最高裁秘書課渉外一係大松

受信者 日の丸リムジン■■■■■

件名、見積書中の消費税について

聴取要旨

（受信者陳述要旨）

見積書に記載の基本料金は, 消費税込みの金額である。

『
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平成31年1月16日

見穂客

最高裁判所御中

鞠日本交通株式会社
東京都北区浮間5-4-51-4階101号

代表取締役川鍋－朗

下記の通り御見積りいたします。

ーーー

No． 商品 お迎え場所 お送り場所 金額(税別)． 高速料金(概算)”

1

ワゴンA

(アルファード等）

ワゴンB

(ハイエース等）

羽田空港、

羽田空港
● ｳ

ホテルニューオータニ

ホテルニューオータニ

￥21,000

(">,‘ハノ

¥24,500

(望,“句ノ

¥1加0

￥1,200

2

ワゴンA

(アルファード等）

ワゴンB
(ハイエース等〉

ホテルニユーオータニ

ホテルニューオータニ
e■

羽田空港

羽田空港

¥21,000

￥24,500

¥1i200

¥1,200

1

ワゴンB
■

(ハイエース等） ｲ p ●〃

、

、、●
虫、

ホテルニューオータニ
｡

一オーダー

¥40,000

¥45,000

¥5,500

¥5,500

2

ワゴンA

(アルファード等）

ワゴン巳

(ハイェース等）

ホテルニューオータニ

ホテルニューオータニ

u
ｳ

則

、
、

。 、

成田
q

,

、

●

、竺令

■

公､画
’

づり
夕●

成田空港
●β

q

の

､

、～～ ¥40,000

、

¥45,000

～

¥5,500

■

～

－.P

(御見積条件）

1 消覺税･高速道路等利用料金及び駐車料金等は別途頂戴いたします。

2 料金算定の基準は､弊社の営業所を出てから戻るまでの距離または時間が対象となります。

3 実際の走行により上記料金は変動いたします。

4 お見積もり期限:2019年2月28日まで。
G ■ －
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2019¥2月7日

御見積もﾄﾉ書

●HⅢ囎理期聖SmE
株式会社日の丸リムジン

東京都千代田区有楽町1-12-1
最高裁判所御中

新有楽町ピルB1F

L －
W

高速料金P趣緬・

認8” ｜ 犠璽,", ｜
¥2"。 ｜…' ’

三三=i

¥2,880 鴇2,820

￥2』880 輻2,820

●一 -F＝重訂
=一一 ー一牙一一 一垂ヱ ー ･－=一一一二二-一一一一一一一 一ﾆｰ ｰｰ ｰｰﾏ-. -=－－－

台数 1 行雲 _雨 I 距厘 ｜ 晶本料金

"| 5｡k" |"94(50km 理9,聖0

ｒ
１
Ｂ
Ｐ

１
．
．
．
１
１
ｈ
Ｆ
０

０
１
０
０
１
０
■
■
Ⅱ
８
９
Ⅱ
Ⅱ
０
Ⅱ
日
日
■
１
２
１
Ⅱ
１
日
Ｉ

Ｅ
ｅ
痕
入
海
割
｛
一
哀
ｅ
ｍ
罠
ｇ
雲
罵
邑

2019/3/3 アルフアード 羽田空港→ホテルニユーオータニ2 15：oひ'17二0O

2019/3J3 ハイエース 2 羽田空港→ホテルニユーオータニ 15二00-17：00 50km

¥49,940 1’1 W
▼－＝一 二= 一一一二一一一 ﾛ■ 一一一=一一.一 Q ，

一一ローーーーー■ も｡－－

一ー で一
I

合計： ¥10S,"O

備考

※駐車場代､宿泊鶉等ははご利用に応じて別途加算されます3
料金は最初の1時間/15km¥7620(税込）以降30分/7_5km¥3470(税込)にて計算しております。
また､上記は御見積りであり実運行に基づき料金は変わりますも料金は当営業所を出庫し､当営業所へ帰庫する迄の計算となります。
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■■■最高敷判所事務縫局経理局用度腺

柿沼樺

発倫元：誰：

へ
、
１
１
″

－1’ 送付枚2枚

数：

FAX番号：

鷺臓号; ｜－ －－’ 日付； ”19紬2心7

『

件名2 H8i/8ﾉ8ハイヤー借上について 匿怖先：
（

ロ至愈！ pご参考まで 園．ご確濯ください pご遮侭ください □ご回覧

ください

卜
上

平素より大変お世艦になっております。

本日ご依頼いただきました8/3のハイヤー借上の見菰書をお送りいた
します。

（

Ｌ
一
口
一

見譲書にご不明な点等ございましたら、お問い合わせいただければと思
います。

また、原本は別途郵送でお送りいたします。

以上


